
 

食品衛生管理に関する技術検討会 開催要領 

 

平 成 2 9 年 ３ 月 1 4 日 

   （最終改正：令和５年９月 26日） 

厚生労働省健康・生活衛生局  

 

 

１．趣旨  

平成 30 年の食品衛生法改正により HACCP に沿った衛生管理が制度化され、令和

３年６月１日から完全施行されている。 

また、制度化に際し、事業者の負担軽減を図るため、各食品等事業者団体等が

「HACCP に基づく衛生管理」又は「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」への対

応のための手引書を策定するとともに、厚生労働省において助言、確認を行った手

引書については、その内容に基づき地方自治体が事業者指導を行うことにより統一

的な運用に資することとしている。 

以上のことから、改正法の円滑な運用等に関する検討並びに各食品等事業者団体

が作成する手引書の助言及び確認に際して専門家の意見が必要となるため、「食品

衛生管理に関する技術検討会」を開催する。 

 

２．検討事項 

（１）HACCP に沿った衛生管理の制度化に当たって、政令で定める取り扱う食品の特

性に応じた取組が可能な営業者、省令で定める公衆衛生上の措置等に関する事項 

（２）食品等事業者団体等が作成した業種別の手引書の案の内容に関する事項 

（３）その他必要な事項 

 

３．検討会の構成及び運営 

（１）検討会の構成員は、学識経験者、地方行政担当者、業種横断的な食品事業者

団体、食品認証団体等、計 10名程度とする。 

（２）構成員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

（３）検討会は必要に応じ、国立保健医療科学院及び農林水産省の職員並びに有識

者の出席を求めることができる。 

（４）検討会には、座長を置き、構成員の互選により定める。 

（５）座長が不在のときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。 

（６）構成員は検討会を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（７）検討会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課 HACCP推進室

において行う。 

（８）検討会は特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがある場合を除

き、公開とする。 

 



 

 

（別紙） 
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氏名 所属・役職 

上間 匡 国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長 

阿部 徹 （一財）食品産業センター事業推進部長 

荒木 惠美子 （公社）日本食品衛生協会 学術顧問 

五十君 靜信 東京農業大学総合研究所教授 

池田 佳代子 
株式会社三菱総合研究所ヘルスケア＆ウェルネス本部 

ヘルスケアイノベーショングループ主任研究員 

内藤 義和  東京都保健医療局健康安全部食品監視課長 

畝山 智香子 国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長  

鬼武 一夫 日本生活協同組合連合会品質保証本部総合品質保証担当 

佐藤 吾郎 北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課長 

下島 優香子 東洋大学食環境科学部食環境科学科准教授 

関根 吉家 
（一社）日本能率協会審査登録センター  

システム審査部技術部長 

   

 

 




